
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に

関する政令」が2021年8月6日、公布されました。厚生労働省はこれを受けて、「保発0806第1号・年発0806第1号、2021年

8月6日」により、地方厚生（支）局長、市町村長（特別区の区長を含む）、日本年金機構理事長、国民年金基金連合会

理事長、企業年金連合会理事長、全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長、健康保険組合連合会長に充てて、

本政令による改正の趣旨と内容の周知を図るための通知を行いました。 

 

【本政令の趣旨】 

 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第40号。以下「令和２年改

正法」）が2022年4月1日から施行されます。本政令の趣旨は、法律の施行に伴い、国民年金法施行令（昭和34年政

令第184号。以下「国年令」）等の規定について所要の改正を行うとともに、令和２年改正法附則第97条の規定に

基づき、所要の経過措置を定めることにあります。 

 

【関係施行令の整備】 

項 目 整備（経過措置）の内容 対象の施行令 

受給開始時期の選択肢

の拡大について 

① 令和２年改正法第２条及び第４条の規定により、老齢

基礎年金及び老齢厚生年金の繰下げ受給の上限年齢が

70歳から75歳に引き上げられる。これに伴い、繰下げ

増額率の計算の基礎となる繰下げ待機月数の上限が、

現行の60月（５年分）から120月（10年分）に引き上げ

られる。 

② 繰上げ受給を選択した場合の繰上げ減額率が現行の

0.5％/月から0.4％/月に引き下げられる。 

③ 令和２年改正法第３条及び第５条の規定により、70歳

以降に繰下げ待機していた人が65歳時点からの本来受

給を選択した場合、請求の５年前に繰下げ申出があっ

たものとみなされ年金を受給することができることと

なる。これに伴い、２以上の種別の被保険者期間に基

づく老齢厚生年金の受給権者が繰下げを行う場合の所

要の読替え規定を整備すること等、所要の規定の整備

が行われる。 

④ 国民年金基金令（平成２年政令第304号）等について上

記と同趣旨の改正等が行われる。 

国年令及び厚生年金保険法施

行令（昭和29年政令第110号。

以下「厚年令」）の一部改正 

 

 

 
 
国年令及び厚年令の一部改正 

 
 

国年令及び厚年令の一部改正 

 

 

 

 

 

 

 
 

国民年金基金令（平成２年政令

第304号）等 
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適用業種に追加される

士業の列挙について 

○令和２年改正法第４条及び第29条の規定により、厚生

年金保険法（昭和29年法律第115号。以下「厚年法」）

及び健康保険法（大正11年法律第70号）の適用業種に

「弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規

定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る

業務を行う事業」が追加される。これに伴い、「その他

政令で定める者」として、公証人、司法書士、土地家

屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険

労務士、沖縄弁護士※、外国法事務弁護士及び弁理士が

規定される。 

※特例で沖縄県に限定しての業務が認められている弁護士 

厚年令及び健康保険法施行令

（大正15年勅令第243号）の一

部改正 

厚生年金保険の適用

拡大に伴う経過措置

について 

○厚年令第43条の２の規定に基づき再評価率の改定等を

行う際に用いる賃金変動率は、厚生年金保険の被保険

者全体の標準報酬の平均額を用いて算定される。令和

２年改正法の施行による企業規模要件の見直しによ

り、標準報酬の比較的低い短時間労働者の数が被保険

者総数に占める割合が増加することが見込まれる。こ

れにより賃金変動率が押し下げられ、年金額にマイナ

スの影響が及ばないよう、令和２年改正法により、経

過措置が設けられる。 

○この経過措置の施行に伴い、標準報酬の平均額の算定

方法を定める厚年令第３条の４に係る所要の読替えが

規定される。 

令和２年改正法第９条の規定

による改正後の公的年金制度

の財政基盤及び最低保障機能

の強化等のための国民年金法

等の一部を改正する法律（平

成24年法律第62号）附則第17

条の２第２項等  

 

 
 
公的年金制度の財政基盤及び

最低保障機能の強化等のため

の国民年金法等の一部を改正

する法律の一部の施行に伴う

経過措置に関する政令（平成

28年政令第123号）の一部改正 

在職定時改定の導入

について 

① 令和２年改正法第４条の規定により、在職中の老齢厚

生年金受給者（65歳以上）の年金額が毎年定時に改定

されることとなる（在職定時改定の導入）。これに伴い、

老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数

が在職定時改定により240月以上となる場合にも、その

時点の生計維持関係に応じて加給年金額が加算される

等、所要の規定の整備が行われる。 

② 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過

措置に関する政令（昭和61年政令第54号。以下「昭和

61年経過措置政令」）等について上記と同趣旨の改正等

が行われる。 

厚年令の一部改正 

 

 

 

 

 

 
 
国民年金法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う経過措置

に関する政令（昭和61年政令

第54号。以下「昭和61年経過措

置政令」）等 

在職老齢年金制度の

見直しについて 

○令和２年改正法第４条の規定により、60歳台前半の在

職老齢年金（低在老）について 

⚫ 現行の支給停止調整開始額（令和3年度額28万円）が

引き上げられ、厚年法第46条第３項に規定する支給

停止調整額（令和３年度額47万円）になる。 

⚫ 現行の支給停止調整変更額が廃止されることに伴

い、支給停止調整変更額の改定を定めた規定を削除

する等、所要の規定の整備が行われる。 

厚年令、国民年金法による改定

率の改定等に関する政令（平成

17年政令第92号）等の一部改正 
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加給年金の支給停止

ルールの改善について 

○加給年金額の加算の基礎となっている配偶者が、老齢

厚生年金（被保険者期間が240月以上ある場合）等の老

齢または退職を支給事由とする給付の受給権がある場

合には、加給年金額に相当する部分の支給が停止され

るが、配偶者に対する老齢厚生年金等の全額が支給停

止となっている場合には、この支給停止が解除される。 

○配偶者の老齢厚生年金等が一部でも支給されている場

合には、加給年金が支給されない一方で、配偶者の賃

金が高く、在職老齢年金制度によりその全額が支給停

止となっている場合には加給年金が支給されるといっ

た矛盾が生じていた。この事実を踏まえ、配偶者が老

齢厚生年金等の老齢または退職を支給事由とする給付

の受給権を有する場合には、その全額が支給停止され

ている場合であっても、加給年金額に相当する部分の

支給が停止される。 

厚年令、昭和61年経過措置政令

等の一部改正 

国民年金手帳の廃止

について 

○令和2年改正法第2条の規定により、国民年金手帳が廃

止される。これに伴い、「国民年金手帳」を引用してい

る規定を削除する等、所要の規定の整備が行われる。 

国年令、住民基本台帳法施行

令（昭和42年政令第292号）等

の一部改正 

企業年金・個人年金の

見直しについて① 

① 令和２年改正法第22条の規定により、企業型確定拠出

年金（以下「企業型DC」）及び個人型確定拠出年金（以

下「個人型DC」）の加入可能年齢が引き上げられるこ

とに伴い、個人型DCについて 

⚫ 国民年金の任意加入被保険者に係る各月の拠出限度

額が6.8万円になる。 

⚫ 現行では政令で定める公的年金の受給者は加入でき

ない。繰上げ受給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金

の受給者は加入できるようにすること等の所要の改

正が行われる。 

② 令和２年改正法第20条等の規定により、企業型DCか

ら通算企業年金への移換及び確定給付企業年金（以下

「DB」）の残余財産を個人型DCに移換することが可能

になる。これに伴い、手続規定の整備等の所要の改正

が行われる。 

確定拠出年金法施行令（平成

13年政令248号。以下「DC令」）

の一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DC令、確定給付企業年金法施

行令（平成13年政令第424号）

及び公的年金制度の健全性及

び信頼性の確保のための厚生

年金保険法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う経過措置

に関する政令（平成26年政令

第74号）の一部 改正 

企業年金・個人年金の

見直しについて② 

○令和２年改正法第23条の規定により、企業型DC加入者

の個人型DC加入の要件緩和がなされることに伴い、 

⚫ 企業型DCの加入者が個人型DCに加入する場合は、

事業主掛金を各月拠出かつ各月の拠出限度額の範囲

内に納めることになる。 

⚫ 企業型DCに加入する個人型DCの加入者は、各月の

拠出限度額を２万円（DBの加入者等は1.2万円）（当

該月の事業主掛金額が3.5万円（DBの加入者等は

1.55万円）を超えたときは超えた額を控除した額）

とし、個人型年金加入者掛金を各月拠出かつ各月の

拠出限度額の範囲内に納めることとする等、所要の

改正が行われる。 

DC令の一部改正 
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年金担保貸付事業等の

廃止について 

○令和２年改正法第28条の規定により、年金担保貸付事

業及び労災年金担保貸付事業等が廃止されたこと等に

伴い、年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業に

関する規定の削除並びに同条の規定により新設された

年金担保債権管理回収業務及び労災年金担保債権管理

回収業務に関する規定の整備等所要の規定の整備が行

われる。 

独立行政法人福祉医療機構法

施行令（平成15年政令第393号）

等の一部改正 

その他所要の改正に

ついて 

○令和２年改正法の施行に伴い、条項の移動を踏まえた

改正等の所要の改正が行われる。 

 

 

【施行期日】 

 2022年4月1日から施行されます。ただし、上記の「企業年金・個人年金の見直し①」については2022年5月1日、

「適用業種への士業の追加」と「厚生年金保険の適用拡大に伴う経過措置の一部」と「企業年金・個人年金の見直

し②」については2022年10月1日、「受給開始時期の選択肢の拡大」による70歳以降に請求する場合の５年前時点

での繰下げ制度の新設については2023年4月1日の施行となっています。 
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